
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  直系尊属からの贈与(暦年贈与の場合)            

Ｑ：両親や祖父母からの贈与と叔父や叔母

からの贈与では、贈与税の取扱いが違うとか。

どうなっているのですか？                                 

                                              

Ａ：税率が違います。 

【解説】 

平成27年1月1日以降、父母や祖父母などの

直系尊属からその年１月１日において20歳以

上の子や孫への贈与は「特例税率」を、その

他の贈与は「一般税率」を適用して贈与税額

を計算することとなっています。 

特例税率は一般税率より税率が低くなって

います。 

特例税率の適用を受ける場合で課税価格

(贈与税の基礎控除額(110万円)を差し引いた

後の金額)が300万円を超えるときは、次のＡ

又はＢに掲げる区分に応じ、それぞれに掲げ

る書類を贈与税の申告書に添付して提出しな

ければなりません。 

Ａ.贈与者からの贈与について、初めて特例税

率の適用を受ける場合には、贈与により財

産を取得した人の戸籍の謄本又は抄本その

他の書類でその人の氏名、生年月日及びそ

の人がその贈与者の直系卑属に該当するこ

とを証する書類 

Ｂ.贈与者からの贈与について、既に特例税率

の適用を受けるために上記Ａの書類を贈与

税の申告書に添付して提出している場合に

は、提出した税務署名及びその年分を記載

した書類 
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